
  
 

別添２ 

令和８年度 鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 特記仕様書 
 

１ 適用範囲 

令和８年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務（以下「本業務」という。）は、「建築保全業務共通

仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施するものと

する。なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。 

 

２ 目的 

本業務は、山陰海岸国立公園の利用拠点である鳥取砂丘ビジターセンター(以下「ＶＣ」という)を清

潔に保ち、来館者の快適な施設利用に資するため、清掃業務を実施するものである。 

 

３ 業務内容 

（１）業務場所 

鳥取県鳥取市福部町湯山字高浜 2164 番 971 

  

（２）作業範囲 

建物名称：鳥取砂丘ビジターセンター 

木造２階建て 建築面積 762.2㎡、延床面積 933.6 ㎡（うち屋内作業対象は 601.4 ㎡） 

建物諸元：展示室、レクチャールーム、ホール、休憩スペース、外部通路 

周辺外構：1,344.4㎡（うち屋外作業対象 676.7㎡） 

屋外、屋内の作業範囲の詳細及び構造については、別紙図面（図面番号 1～10）に示す。 

 

（３）作業日数内容及び回数 

別表．清掃業務細部仕様による。 

 

（４）作業内容 

１)作業時間及び順序 

清掃作業時間は 8:00～17:30 の間を原則とするが、環境省浦富自然保護官事務所担当官（以下

「担当官」という。）及びＶＣ職員と調整し、利用者への支障が少ない時間及び順序で実施するこ

ととする。 

日常巡回Ａと日常巡回Ｂ、日常清掃と日常巡回Ｂはそれぞれ３時間程度以上、定期清掃と日常巡

回Ｂは２時間程度以上の間隔を空けて行うこととする。 

日常巡回Ａ、日常清掃、週１回実施する定期清掃はそれぞれ別の日に行うこととする。 

２)作業スケジュール 

年間の作業スケジュールについて、担当官及びＶＣ職員と協議の上決定し、業務着手時に「業務

計画書」として担当官及びＶＣ職員に提出する。 



  
 

３)作業内容 

作業内容は下記及び別表のとおりとする。 

 

Ａ．屋内部作業 

＜日常巡回清掃＞ 

【日常巡回Ａ：週３回程度】 

・施設全体の巡回を行い、床面、窓及び壁の部分的な汚れ、蜘蛛の巣、ゴミ等があれば適宜部分

清掃を行う。 

【日常巡回Ｂ：毎日】 

・施設の巡回を行い、床面の部分的な汚れ、ゴミ等があれば適宜部分清掃を行う。 

＜日常清掃＞：週３回程度 

・施設全体及びエレベーター内の床面について、掃除機等にて除塵する。汚れがある場合は水拭

き又は乾拭きを行う。 

＜定期清掃＞ 

【週１回実施するもの】 

・床面について濡らしたモップ等で水拭きを行う。 

・風除室（内外）及び自動扉のガラス面について、スクイージーでの水切り又は固く絞った布で

の水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。 

・エレベーター内外の窓、壁及び操作盤について、水拭きを行う。 

・体験学習室の水回りについて、水拭き等を行う。ステンレス部分は必要に応じてステンレス保

護剤を用いた拭き上げを行う。 

【月１回実施するもの】 

・窓について、スクイージーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭

きで水滴を取る。高所作業を行う際には、安全帽の着用等十分な安全対策を行うこと。 

【３ヶ月に１回実施するもの】 

・エアコン室内機のフィルターについて、水洗い又は掃除機で除塵し目詰まりを解消する。 

【６ヶ月に１回実施するもの】 

・ライティングレール、スポットライト、和紙ペンダント、天井扇は、静電モップ等で除塵する。 

【年 1回実施するもの】 

・床面木質部のワックスがけを行う。実施時期は 12月を想定している。 

 

Ｂ．外構部作業 

＜日常巡回清掃＞ 

【日常巡回Ａ：週３回程度】 

・屋外休憩スペース等を巡回し、足洗場やテーブル・ベンチの汚れ、ゴミ等が見られた場合は部 

分清掃を行う。 

【日常巡回Ｂ：毎日】 

・屋外休憩スペース等を巡回し、テーブル・ベンチの汚れ、ゴミ等が見られた場合は部分清掃を



  
 

行う。 

＜日常清掃＞：週３回程度 

・箒等による砂の掃除を実施する。なお、ブロック等の目地砂に留意すること。 

・屋外休憩スペースのテーブル・椅子の天板及び座面について、砂の除去及び水拭きを行う。 

＜定期清掃＞ 

【週１回実施するもの】 

・足洗い場について、排水設備に砂等がつまらないよう水洗等を行い、必要に応じて側溝及び枡

の排砂を行う。水道・シャワーの水拭き等を行う。 

・屋外休憩スペースのテーブル・ベンチ、手摺等について、全面の砂の除去及び水拭き等を行う。 

【年１回実施するもの】 

・屋外休憩スペースのテーブル・ベンチのうち、西側の４組について、発注者が提供する塗料に

より塗装を行う。実施時期は 10 月を想定している。 

 

Ｃ．臨時清掃 

以下のア～ウの清掃が必要と思われる状況が生じた際は、受注者はその状況を写真等により

速やかに担当官に連絡し、臨時清掃の実施について指示を受けること。当該指示があった場合

は、受注者は原則として当日中に当該作業を完了しなければならないこととする。 

臨時清掃を実施した場合は、作業前、作業中及び作業後の写真並びに作業人員（作業内容毎に

歩掛りの整理）をとりまとめた日報を整理し、速やかに担当官に提出するものとする。歩掛は、

作業者の職種及び作業時間を 10 分単位（５分を四捨五入）で整理するものとする。 

なお、本仕様書ではア及びイの作業は３回、ウの作業は１回の実施を想定している。 

作業が本仕様書で想定する作業内容よりも著しく多大であると発注者が認める場合は、受注

者の申し出により、発注者と受注者で協議の上、契約変更を行うことができるものとする。 

ア）側溝及び枡の排砂 

別添図面の図面番号８に示す側溝・排水枡の、全延長のうち１／２以上の範囲において、深さ

の１／２以上の堆砂を確認した場合において、排砂作業を行う。 

作業後の清掃は、箒等により実施することとするが、近隣に利用者がいない場合に限り、電動

ブロアー等を用いてもよい。 

イ）周辺外構（つどいの広場、通路他）の排砂・除雪 

別添図面の図面番号８に示すつどいの広場指定範囲４カ所の内、２カ所以上で５㎜以上の堆

砂又は５㎝以上の積雪を確認した場合において、排砂又は除雪作業を行う。なお、東・西・北の

各通路部に５㎜以上の堆砂又は５㎝以上の積雪部分を確認した場合は、その各通路部を対象と

する。 

ウ）屋根の排砂 

別添図面の図面番号９に示す屋根の１／２程度が砂で覆われた場合、又は砂により樋が閉塞

するおそれがある場合において、屋根の排砂及び樋の清掃を行う。高圧洗浄機等による水圧清掃

とし、電動ブロアー等による作業は行わないこととする。 

作業時は、高所作業となるため、安全帯や安全帽を着用し、安全に十分留意すること。また、



  
 

監視員を配置し、公園利用者に砂や水がかかることのないよう配慮すること。 

 

（５）作業上の注意事項 

１)清掃作業を行う際は、清掃場所にその旨を明示し、国立公園利用者の利用を妨げないよう注意し

て行うこと。 

２)業務実施に必要なＶＣの鍵は、契約後担当官より受注者に貸与する。鍵は、業務に必要な場合に

限り使用すること。また、紛失、毀損することのないように厳重に取扱い、使用しない時は受注

者事業所において鍵のかかる場所に保管すること。業務終了後は、速やかに担当官に返納するこ

と。 

３)業務実施に必要な電気・ガス・水道（下水含む）等については、発注者の負担により必要な範囲

で使用することができる。なお、使用に当たっては無駄のないよう努めること。 

４)業務において収集したゴミは、分別してＶＣ倉庫内のゴミ箱に集積すること。なお、ゴミの処分

は発注者の負担で行う。 

５)破損箇所や不具合等を発見した場合や不測の事態が生じた場合には、速やかに担当官に報告し、

その指示を受けること。 

６)業務中の清掃作業に必要な用具は、受注者にて準備するものとする。ただし、ＶＣ倉庫内の電動

ブロアー、スノーダンプ、除雪用スコップ、掃除機については、善良な取扱いのもと業務に必要

な範囲で使用できるものとする。また、ＶＣ倉庫の一部スペース（２㎡程度）を受注者の用具仮

置き場として使用可とするが、用具保存用棚等が必要な場合は受注者にて準備するものとする。

受注者の用具類は、履行期間末日までに速やかに撤去しなければならない。 

７)本業務を行った日は日報（別紙様式を基本とし、修正等する場合は、担当官の確認を得ること）

を作成し、毎日作業終了後にＶＣ職員に作業終了の証として日報に署名又は押印を受けること。

また、月初めから月末分の日報をとりまとめて月報とした上で翌月１０日までに担当官に提出す

ること（ただし、３月分を除く）。 

８)３ヶ月に１回程度、担当官が清掃状況の確認を行うので協力すること。作業実施中の写真は、受

注者が撮影し報告書に添付すること。 

９)３ヶ月に１回程度、各清掃場所について作業前・作業中・作業後の写真を撮影し整理した資料を

提出すること。 

10)３月末日までに、月報（３月分を含む）をとりまとめた報告書を提出すること。報告書には、す

べての清掃回数が確認できる一覧表及び上記８）の資料を添付することとする。 

11)ＶＣには警備会社による機械警備が行われるため、清掃にあたっては警備等に支障をきたさない

よう警備会社と事前に調整すること。警備会社及び警備内容は、本業務契約後に担当官より通知

する。 

 

４．業務履行期間 令和８年４月１日（水）～令和９年３月 31日（水） 

 

５．業務報告書 

提出物 ：①月報（４～２月分） 紙媒体 A4判 各２部 



  
 

②報告書（３月分の月報、年間の清掃回数がわかる一覧表、担当官による確認時の資料、

３ヶ月に１回程度の清掃状況資料をとりまとめたもの） 紙媒体 A4判 ２部 

提出場所：環境省浦富自然保護官事務所 

提出期限：①は各翌月 10日まで 

②は令和９年３月 31 日まで 

 

６．その他 

受注者は、物品の使用に当たっては、最新閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」

に従うものとする。 

受注者は、本仕様書により難い事由が生じたとき及び本仕様書に記載のない細部事項について必要

と認めたときには、担当官と速やかに協議し、その指示に従うものとする。 

 



別表．清掃業務細部仕様

【鳥取砂丘ビジターセンター】

階等 部屋名等 主部 細部

館内全体 壁・天井 日常巡回A 156
クモの巣は長い棒等で取る。
（天井吊の照明器具（和紙照明、ライティングダクト）、空調設備共。）

水の使用は不可

館内全体 床 木質部 定期清掃 1 347.2 ㎡ ワックスがけ

日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 床、フロアマット、自動扉サッシの溝を掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 19.1 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。) トップライト7カ所含む
日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 66.7 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)
日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き
日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 31.5 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)

水回り シンク（ステンレス製） 定期清掃 53 1.0 箇所 水拭き、ステンレス部は、必要に応じてステンレス保護剤で拭き上げ

日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 24.9 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き

日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き
日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 9.9 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)
日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集
日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き

窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 14.2 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。) AW-7,AW-8の窓は片面内側のみ清掃
バルコニー 床 FRP防水 日常清掃 156 27.3 ㎡ 拾い掃き

日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 固く絞った布で拭く。

室内2階、１階、地下 エアコン室内機 フィルター 定期清掃 4 23.0 箇所 取外して水洗い又は掃除機で除塵し目詰まりを解消する。
館内全体 ライティングレール 定期清掃 2 188.0 ｍ 静電モップ等で埃等を除去する

〃 スポットライト 灯具 定期清掃 2 125.0 個 静電モップ等で埃等を除去する
屋内休憩室・インフォメーション 和紙ペンダント 灯具 定期清掃 2 13.0 基 静電モップ等で埃等を除去する

天井 天井扇 定期清掃 2 4.0 基 静電モップ等で埃等を除去する
渡り廊下 床 平板ブロック 日常清掃 156 175.5 ㎡ 目地打を行っていないブロックであり、竹箒等で拾い掃き

床 平板ブロック 日常清掃 156 115.0 ㎡ 目地打を行っていないブロックであり、竹箒等で拾い掃き
日常巡回A 156 床部分水拭き、全面拭き
日常清掃 156 除塵及び全面水拭き、水栓拭き、ゴミ収集、砂落とし等

定期清掃 53 表面洗浄、砂撤去 排水溝：ステンレスグレーチング

日常巡回A+B 521 部分水拭き
日常清掃 156 はたき等で除塵及び部分水拭き
定期清掃 53 表面水拭き、砂撤去 テーブル12台、ベンチ23台

屋外休憩スペース テーブル・ベンチ 塗　装 定期清掃 1 9.6 ㎡ テーブルベンチのうち西側4組の塗装。10月を想定 テーブル4台、ベンチ8台

つどいの広場 床 平板ブロック 日常清掃 156 167.8 ㎡ 竹箒等で除塵、ゴミ収集
広場北の三角部分含む（広場146.4＋三
角21.4＝167.8㎡）

床 コンクリート他 日常清掃 156 166.1 ㎡ 竹箒等で除塵、ゴミ収集
手摺 アルミ・ステンレス 日常清掃 156 63.8 ｍ 水拭き

外構 図面番号８の範囲 床・水路 タイル・コンクリート 臨時清掃 3 図面番号８の範囲 箇所 特記仕様書に基づき排砂又は除雪する。業務期間中計3回を想定。
屋根 図面番号９の範囲 屋根 アルミ 臨時清掃 1 図面番号９の範囲 箇所 特記仕様書に基づき排砂する。業務期間中1回を想定。

１F

２F

作業方法

洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)

備考

㎡

単位

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

64.1

165.6

㎡

㎡

組

㎡

㎡

m2

㎡

㎡

12.0

35.7

64.1

82.8

4.0

28.1

37.3
(6.6)

73.7

35.4

4.6

12.5

作業区分

定期清掃

作業回数

53

参考数量

6.0

37.3

木質

木質

床：ビニルシート
壁：焼付鋼板

床・立ち上がりモザイクタ
イル

木　　質

せっ器質タイル

せっ器質タイル

木質

ビニールシート

木質

せっ器質タイル

アルミ枠、自動扉ステンレ
スレール、窓

せっ器質タイル

せっ器質タイル
数量()は木質で内数

せっ器質タイル

通路他

床

窓
(自動扉含む)

床

床
(タイル階段部及び木質階

段部含む)

床

床

床

床

床

床

床

床

床・壁

足洗い場

テーブル・ベンチ

ホール

図書情報コーナー

展示室

エレベーター

屋外休憩スペース

場所 部位

頻度
■日常清掃：３回／週（参考：日月金を想定）
■日常巡回Ａ：３回／週（参考：火木土の午前を想定）
■日常巡回Ｂ：毎日（参考：午後を想定）
■定期清掃：床木質部ワックスがけ,ベンチ塗装…1回／年、ライティングレール、スポットライト、和紙ペンダント、天井扇･･･１回／６ヶ月、ガラス（両面面積ただし、展示室とインフォメーションは片面面積。また、風除室ガラスは除く）…１回／月、エアコン室内機…１回／３ヶ月、
風除室ガラス･･･1回／週（参考：水曜日を想定）、その他の場所…１回／週(参考：水曜日を想定）
■ゴミの収集　ＶＣ倉庫ゴミ箱へ分別収集整理…毎日
※窓面積は、サッシのべ面積(窓枠含む)。

全体

設備

外部

外構

風除室
(入口)

インフォメーション

ホール

屋内休憩スペース

ホール
(階段下)

体験学習室

レクチャールーム

授乳室



業 務 名

図 面 番 号

10 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ等位置図

10

1

1

1

1

1

1

1

1

令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務

変更回数 当初 図面枚数

図面名称

1

10

枚数

1

合計

2 清掃範囲図(２階)

7 建具表(4)

8

3

4 建具表(1)

5

9 排砂範囲図（屋根） 1

建具表(2)

清掃範囲図(１階)

清掃範囲図(外構)

排砂・除雪等測定位置図

6 建具表(3)



図面番号 １

鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 （清掃範囲図 階）清掃範囲



図面番号 ２

清掃範囲 鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 （清掃範囲図 ２階）

うｄしｄｃｄｇｆｂｒぐｈげｌひｔｂｆｋｔｒｌ



図面番号 ３

清掃範囲 鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 （清掃範囲図 外構）



凡例

清掃対象
（窓ガラス）

鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 （建具図 １）

図面番号 ４



凡例

清掃対象
（窓ガラス）

鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 （建具図 ２）

図面番号 ５



凡例

清掃対象
（窓ガラス）

鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 （建具図 ３）

図面番号 ６



凡例

清掃対象
（窓ガラス）

鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 （建具図 ４）

図面番号 ７



鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務
（排砂・除雪等測定位置図）

図面番号 ８



鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務
（排砂範囲図（屋根））

図面番号 ９



鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務
（ライティングレール等位置図 ）

図面番号 10



記入者：    　　　　確認：　　　　　VC確認：　　　　  

作業時間①：　　　時　　分～　　時　　分所要　　　分　　人

作業時間②：　　　時　　分～　　時　　分所要　　　分　　人

作業時間③：　　　時　　分～　　時　　分所要　　　分　　人

部位

館内全体 壁・天井

館内全体 床

床

窓

床

窓

ホール 床

床

窓

ホール階段下 床

床

窓

水回り

床

窓

授乳室 床

ホール・木製階段 床

床

窓

床

窓

バルコニー 床

エレベーター 床・壁

室内2F､1F、B1 ｴｱｺﾝ室内機

館内全体 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ

〃 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

天井 天井扇

渡り廊下 床

床

足洗い場

ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ

つどいの広場 床

床

手摺

図面８の範囲 床・水路

屋根 図面９の範囲 屋根

注１：日常巡回時に該当箇所に汚れ等を確認したら、必要な対応（清掃等）を実施する。

特　記　事　項
（汚れの程度、作業時間など）

備考
作業区分

２Ｆ

全体

設
備

外
構

風除室

インフォメーショ
ン

屋内休憩
スペース

体験学習室

レクチャールー
ム

図書情報
コーナー

展示室

屋外休憩
スペース

通路等

１Ｆ

鳥取砂丘ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ清掃業務日報

令和　　年　　月　　日　（　　）

天候：晴・曇・雨・強風（　　　　）従事者数　　　名

場　　　所

巡回
A

巡回
B

日常
清掃

定期
清掃
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